
　社団法人新金属協会定款

昭和 32年 8月 8日 制　定

昭和 37年 7月 18日 一部改正

昭和 54年 12月 12日 一部改正

平成 7年 6月 29日 改　正

第１章� 　総　則

（名　称）

第１条　本会は、社団法人� 新金属協会［（英文名 Japan

Soc ie t y�of� Newer� Met a l s。 略称「 JSNM」）］と称

する。

（事務所）

第２条　本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。

２ 　本 会は 、理 事会 の議 決 を得 て、 必要 な地 に支 部

を置くことができる。

（目　的）

第 ３条 　本 会は 、新 金属 に 関す る調 査研 究、 情報 の収 集

及 び提 供、 内外 関係 機関 等と の交 流及 び協 力等 を

行 うこ とに より 、新 金属 工業 及び 関連 産業 の健 全

な 発展 を図 り、 もっ て我 が国 経済 の発 展及 び国 民

生活の向上に寄与することを目的とする。

（事　業）

第 ４条 　本 会は 、前 条の 目 的を 達成 する ため 、次 の事 業

を行う。

（１）� 新金属に関する調査研究

（２）� 新金属に関する情報の収集及び提供

（３）� 新金属に関する講演会、見学会、研究会の開催

（４）� 新金属に関する普及及び啓発

（５）� 新 金属 に関 する 内外 関 係機 関等 との 交流 及び 協

力

（６）� 前 各号 に掲 げる もの の ほか 、本 会の 目的 を達 成

するために必要な事業

第２章　会　員

（種　別）

第 ５条 　本 会の 会員 は、 正 会員 及び 賛助 会員 とし 、正 会

員をもって民法上の社員とする。

２ 　正 会員 は、 新金 属に 関 する 事業 を営 む法 人及 び

個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。

３ 　賛 助会 員は 、本 会の 目 的に 賛同 し、 その 事業 に

協力しようとするものとする。

（入　会）

第 ６条 　本 会の 会員 にな ろ うと する もの は、 別に 定め る

入 会申 込書 を会 長に 提出 し、 理事 会の 承認 を得 な

ければならない。

２ 　法 人又 は団 体た る会 員 にあ って は、 法人 又は 団

体 の代 表者 とし て本 会に 対し てそ の権 利を 行使 す

る １ 人 の 者 （ 以 下 「 会 員 代 表 者 」 と い う 。） を 定

め、会長に届け出なければならない。

３ 　会 員代 表者 を変 更し た 場合 は、 速や かに 別に 定

める変更届を会長に提出しなければならない。

（入会金及び会費）

第 ７条 　会 員は 、総 会に お いて 別に 定め る入 会金 及び 会

費を納入しなければならない。

（退　会）

第 ８条 　会 員が 本会 を退 会 しよ うと する とき は、 別に 定

める退会届を会長に提出しなければならない。

２ 　会 員が 次の 各号 の一 に 該当 する とき は、 退会 し

たものとみなす。

（１）禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。

（２）死亡し又は失踪宣言を受けたとき。

（３）法人又は団体が解散し又は破産したとき。

（ ４） 会費 を納 入せ ず、 督 促後 なお 会費 を１ 年以 上

納入しないとき。

（除　名）

第 ９条 　会 員が 次の 各号 の 一に 該当 する とき は、 総会 に

お いて 正会 員総 数の ３分 の２ 以上 の議 決を 得て 、

これを除名することができる。

（１）本会の定款又は規則に違反したとき。

（ ２） 本会 の名 誉を き損 し 又は 本会 の目 的に 反す る

行為をしたとき。

２ 　前 項の 規定 によ り会 員 を除 名す る場 合は 、当 該

会 員に あら かじ め通 知す ると とも に、 除名 の議 決

を 行う 総会 にお いて 、当 該会 員に 弁明 の機 会を 与

えなければならない。

（会員資格の喪失に伴う権利及び義務）

第 １０ 条　 会員 が第 ８条 又 は前 条の 規定 によ りそ の資 格

を 喪失 した とき は、 本 会に 対す る権 利を 失い 、

義 務を 免れ る。 ただ し 、未 履行 の義 務は 、こ れ

を免れることができない。

２ 　本 会は 、会 員が そ の資 格を 喪失 して も、 既

に 納入 した 会費 その 他の 拠出 金品 は返 還し な

い。

第３章� 　役員及び顧問

（種類及び定数）

第１１条　本会に、次の役員を置く。

（１）理事　１５人以上２０人以内

（２）監事　２人以上４人以内

　　　

２ 　理 事の うち 、１ 人を 会 長、 ３人 を副 会長 、１ 人

を専務理事とする。

（選　任）

第 １２ 条　 理事 及び 監事 は 、総 会に おい て、 正会 員（ 法

人 又は 団体 の場 合に あ って は、 会員 代表 者と す

る 。以 下同 じ。）の うち から 選任 する 。た だし 、

特 に必 要が ある と認 め られ る場 合は 、理 事に あ

っては１人、監事にあっては１人を限度として、



正 会員 以外 の者 を理 事 又は 監事 に選 任す るこ と

を妨げない。

　　　２ 　総 会は 招 集さ れ るま での 間 にお い て、 補欠 又

は 増員 のた め理 事又 は 監事 を緊 急に 選任 する 必

要 があ ると きは 、前 項 の規 定に かか わら ず、 理

事 会の 議決 を得 て、 こ れを 行う こと がで きる 。

こ の場 合に おい ては 、 当該 理事 会開 催後 最初 に

開 催す る総 会に おい て 承認 を受 けな けれ ばな ら

ない。

　　　３ 　会 長、 副 会長 及 び専 務理 事 は、 理 事会 にお い

て理事の互選により定める。

　　　４ 　理 事及 び 監事 は 、相 互に 兼 ねる こ とが でき な

い。

（職　務）

第 １３ 条　 理事 は、 理事 会 を構 成し 、業 務の 執行 を決 定

する。

　　　２　会長は、本会を代表し、業務を統轄する。

　　　３ 　副 会長 は 、会 長 を補 佐し て 、業 務 を掌 理し 、

会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

理 事会 にお いて あら か じめ 定め た順 序に より 、

その職務を代行する。

　　　４ 　専 務理 事 は、 会 長及 び副 会 長を 補 佐し て、 業

務 を総 括す る。 会長 及 び副 会長 とも に事 故が あ

る とき 又は 会長 及び 副 会長 がと もに 欠け たと き

は、その職務を代行する。

　　　５　監事は、民法第５９条の職務を行う。

（任　期）

第 １４ 条　 役員 の任 期は 、 ２年 とす る。 ただ し、 再任 を

妨げない。

　　　２　補欠又は増員により選任された役員の任期は、

前 項の 規定 にか かわ ら ず、 前任 者又 は他 の現 任

者の残任期間とする。

　　　３ 　役 員は 、 辞任 又 は任 期満 了 の後 に おい ても 、

後 任者 が就 任す るま で は、 その 職務 を行 わな け

ればならない。

（解　任）

第 １５ 条　 役員 が次 に各 号 の一 に該 当す ると きは 、総 会

に おい て正 会員 総数 の ３分 の２ 以上 の議 決を 得

て、当該役員を解任することができる。

（ １） 心身 の故 障の ため 職 務の 執行 に堪 えな いと 認

められるとき。

（２）�職 務 上 の 義 務 違 反 そ の 他 役 員 た る に ふ さ わ

しくない行為があると認められるとき。

２ 　前 項第 ２号 の規 定に より 解任 する 場合 は、 当

該 役員 にあ らか じめ 通 知す ると とも に、 解任 の

議 決を 行う 総会 にお い て、 当該 役員 に弁 明の 機

会を与えられなければならない。

（報　酬）

第 １６ 条　 役員 は、 無報 酬 とす る。 ただ し、 常勤 の役 員

に つい ては 、理 事会 の 同意 を得 て、 報酬 を支 給

することができる。

（顧　問）

第１７条　本会に、顧問３人以内を置くことができる。

　　　２ 　顧 問は 、 学識 経 験者 又は 本 会に 功 労の あっ た

者 のう ちか ら、 理事 会 の推 薦に より 、会 長が 委

嘱する。

　　　３ 　顧 問は 、 本会 の 運営 に関 し て会 長 の諮 問に 答

え、又は会長に対して意見を述べる。

　　　４ 　第 １４ 条 第１ 項 の規 定は 、 顧問 に つい て準 用

する。

第４章　会　　議

（種　別）

第１８条　本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、

通常総会及び臨時総会とする。

（構　成）

第１９条　総会は、正会員をもって構成する。

　　　２　理事会は、理事をもって構成する。

　　　３ 　監 事は 、 理事 会 に出 席し て 意見 を 述べ るこ と

ができる。

（権　能）

第 ２０ 条　 総会 は、 この 定 款に 別に 定め るも のの ほか 、

本会の運営に関する重要事項を議決する。

　　　２　理事会は、この定款に別に定めるもののほか、

次の事項を議決する。

（１）総会の議決した事項の執行に関すること。

（２）総会に附議すべき事項

（ ３） その 他総 会の 議 決を 要し ない 業務 の執 行

に関する事項

（開　催）

第２１条　通常総会は、毎年１回以上開催する。

２ 　臨 時総 会は 、次 の各 号の 一に 該当 する 場合 に

開催する。

（１）理事会が必要と認めたとき。

（ ２） 正会 員総 数の ５ 分の １以 上か ら会 議の 目

的たる事項を示して請求があったとき。

（ ３） 幹事 の全 員か ら 会議 の目 的た る事 項を 示

して請求があったとき。

３ 　理 事会 は、 次の 各号 の一 に該 当す る場 合に 開

催する。

（１）�会長が必要と認めたとき。

（２）�理 事現 在数 の ３分 の１ 以上 か ら会 議の 目

的たる事項を示して請求があったとき。

（招　集）

第２２条　総会及び理事会は、会長が招集する。

　　　２ 　総 会を 招 集す る 場合 は、 日 時及 び 場所 並び に

会 議の 目的 たる 事項 及 びそ の内 容を 示し た書 面

を もっ て、 開会 の日 の １０ 日前 まで に通 知し な

ければならない。

　　　３ 　前 項の 規 定は 、 理事 会に つ いて 準 用す る。 た

だ し、 議事 が緊 急を 要 する 場合 にお いて 、あ ら

か じめ 理事 会に おい て 定め た方 法に より 招集 す

るときは、この限りではない。

　　　４ 　前 条第 ２ 項第 ２ 号若 しく は 第３ 号 又は 第３ 項



第 ２号 の規 定に より 請 求が あっ たと きは 、会 長

は、速やかに会議を招集しなければならない。

（議　長）

第 ２３ 条　 総会 及び 理事 会 の議 長は 、会 長が これ にあ た

る 。た だし 、第 ２１ 条 第２ 項第 ３号 の規 定に よ

り 請求 があ った 場合 に おい て、 臨時 総会 を開 催

し たと きは 、出 席会 員 のう ちか ら議 長を 選出 す

る。

（定足数）

第 ２４ 条　 総会 及び 理事 会 は、 構成 員の ２分 の１ 以上 の

出席をもって成立する。

（議　決）

第 ２５ 条　 総会 及び 理事 会 の議 事は 、こ の定 款に 別に 定

め る場 合を 除く ほか 、 出席 構成 員の 過半 数の 同

意 でこ れを 決し 、可 否 同数 のと きは 、議 長の 決

するところによる。

　　　２ 　総 会及 び 理事 会 にお いて は 、第 ２ ２条 第２ 項

又 は第 ３項 の規 定に よ りあ らか じめ 通知 され た

事 項に つい ての み議 決 する こと がで きる 。た だ

し 、議 事が 緊急 を要 す るも ので 、出 席構 成員 の

３ 分の ２以 上の 同意 が あっ た場 合は 、こ の限 り

ではない。

　　　３ 　議 決す べ き事 項 につ き特 別 な利 害 関係 を有 す

る 構成 員は 、当 該事 項 につ いて 表決 権を 行使 す

ることができない。

（書面表決等）

第 ２６ 条　 やむ を得 ない 理 由の ため 、総 会又 は理 事会 に

出 席で きな い構 成員 は 、あ らか じめ 通知 され た

事 項に つい て、 書面 又 は代 理人 をも って 表決 権

を行使することができる。

　　　２ 　前 項の 代 理人 は 、代 理権 を 証す る 書面 を会 議

ごとに議長に提出しなければならない。

　　　３ 　第 １項 の 規定 に より 表決 権 を行 使 する 構成 員

は 、第 ２４ 条及 び前 条 第１ 項の 規定 の適 用に つ

いては出席したものと見なす。

（議事録）

第 ２７ 条　 総会 及び 理事 会 の議 事に つい ては 、次 の事 項

を記載した議事録を作成しなければならない。

（１）� 日時及び場所

（２）� 構成員の現在数

（３）� 出 席 し た 構 成 員 の 数 及 び 理 事 会 に あ っ

て は 、 理 事 の 氏 名 （ 書 面 表 決 者 及 び 表

決委任者を含む。）

（４）� 議決事項

（５）� 議事の経過の概要

（６）� 議事録署名人の選任に関する事項

２ 　議 事録 には 、議 長及 び出 席し た構 成員 のう ち

か らそ の会 議に おい て 選任 され た議 事録 署名 人

２人以上が署名押印しなければならない。

第５章　資産及び会計

（資産の構成）

第 ２８ 条　 本会 の資 産は 、 次に 掲げ るも のを もっ て構 成

する。

（１）� 設立当初の財産目録に記載された財産

（２）� 入会金収入

（３）� 会費収入

（４）� 寄附金品

（５）� 資産から生じる収入

（６）� 事業に伴う収入

（７）� その他

（資産の管理）

第 ２９ 条　 本会 の資 産は 、 会長 が管 理し 、そ の管 理の 方

法は、理事会の議決による。

（経費の支弁）

第３０条　本会の経費は、資産をもって支弁する。

（事業年度）

第 ３１ 条　 本会 の事 業年 度 は、 毎年 ４月 １日 に始 まり 、

翌年３月３１日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第 ３２ 条　 本会 の事 業計 画 書及 び収 支予 算書 は、 会長 が

作 成し 、毎 事業 年度 開 始前 に総 会の 議決 を得 な

け れば なら ない 。た だ し、 やむ を得 ない 事情 に

よ り当 該事 業年 度開 始 前に 総会 を開 催で きな い

場 合に あっ ては 、理 事 会の 議決 によ るこ とを 妨

げ ない 。こ の場 合に お いて は、 当該 事業 年度 の

開 始の 日か ら６ ０日 以 内に 総会 の議 決を 得る も

のとする。

　　　２ 　前 項た だ し書 の 場合 にあ っ ては 、 総会 の議 決

を 得る まで の間 、前 事 業年 度の 予算 執行 の例 に

よる。

　　　３ 　第 １項 の 規定 に よる 総会 の 議決 を 得た 事業 計

画 書及 び収 支予 算書 は 、当 該事 業年 度開 始後 ３

月 以内 に経 済産 業大 臣 に提 出し なけ れば なら な

い。

　　　４ 　第 １項 の 規定 に よる 総会 の 議決 を 得た 事業 計

画 書及 び収 支予 算書 の 変更 は、 理事 会の 定め る

と ころ によ りこ れを 行 い、 速や かに 経済 産業 大

臣に提出しなければならない。

（事業報告及び収支決算）

第 ３３ 条　 本会 の事 業報 告 書、 収支 決算 書及 び財 産目 録

は 、会 長が 事業 年度 終 了後 遅滞 なく これ を作 成

し 、監 事の 監査 を経 た 上、 当該 事業 年度 終了 後

６０日以内に総会の議決を得なければならない。

　　　２ 　前 項の 議 決を 得 た事 業報 告 書、 収 支決 算書 及

び 財産 目録 は、 当該 事 業年 度終 了後 ３月 以内 に

経済産業大臣に提出しなければならない。

（特別会計）

第 ３４ 条　 本会 は、 事業 の 遂行 上必 要が ある とき は、 総

会 の議 決を 得て 、特 別 会計 を設 ける こと がで き



る。

　　　２ 　前 項の 特 別会 計 に係 る経 理 は、 一 般の 経理 と

区分して整理するものとする。

（収支差額の処分）

第 ３５ 条　 本会 の収 支決 算 に差 額が 生じ たと きは 、総 会

の 議決 を得 て、 その 全 部又 は一 部を 積み 立て 、

又は翌事業年度に繰り越すものとする。

（借入金）

第３６条　本会は、資金の借入れをしようとするときは、

そ の事 業年 度の 収入 額 を上 限と する 借入 金で あ

っ て返 済期 間が １年 以 内の もの を除 き、 理事 会

において理事現在数の３分の２以上の議決を得、

かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。

第６章　定款の変更、解散等

（定款の変更）

第 ３７ 条　 この 定款 は、 総 会に おい て正 会員 総数 の４ 分

の ３以 上の 議決 を得 、 かつ 、経 済産 業大 臣の 許

可を受けなければ変更することができない。

（解　散）

第 ３８ 条　 本会 は、 民法 第 ６８ 条第 １項 第２ 号か ら第 ４

号まで及び第２項の規定に基づき解散する。

　　　２ 　本 会は 、 民法 第 ６８ 条第 ２ 項第 １ 号の 規定 に

基 づき 解散 する 場合 は 、総 会に おい て正 会員 総

数 の４ 分の ３以 上の 議 決を 得、 かつ 経済 産業 大

臣の許可を受けなければならない。

（残余財産の処分）

第 ３９ 条　 本会 が解 散の 際 に有 する 残余 財産 は、 総会 に

お いて 正会 員総 数の ４ 分の ３以 上の 議決 を得 、

か つ、 経済 産業 大臣 の 許可 を受 けて 、本 会と 類

似 の目 的を 有す る他 の 法人 又は 団体 に寄 附す る

ものとする。

第７章　補　　則

（委員会等）

第 ４０ 条　 本会 は、 事業 の 円滑 な遂 行を 図る ため 、委 員

会及び部会を設けることができる。

　　　２ 　委 員会 及 び部 会 は、 その 目 的と す る事 項に つ

いて、調査し、研究し又は審議する。

　　　３ 　委 員会 及 び部 会 の組 織・ 運 営に 関 して 必要 な

事 項は 、理 事会 の議 決 を得 て、 会長 が別 に定 め

る。

（事務局）

第４１条　本会に、事務を処理するため、事務局を置く。

　　　２　事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

　　　３ 　事 務局 長 は、 理 事会 の同 意 を得 て 、会 長が 委

嘱し、職員は、会長が任免する。

（実施細則）

第 ４２ 条　 この 定款 の実 施 に関 して 必要 な事 項は 、理 事

会の議決を得て、会長が別に定める。

附　則（平成７年６月２９日）

こ の変 更規 定は 、経 済産 業大 臣の 許可 のあ った 日か ら

施行する。


